
議
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号
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島
県
交
通
安
全
の
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進
に
関
す
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例
の
制
定
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い
て

右
の
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を
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徳
島
県
交
通
安
全
の
推
進
に
関
す
る
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

交
通
安
全
県
民
運
動
の
推
進
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

交
通
安
全
の
確
保
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
）

第
四
章

危
険
な
運
転
行
為
の
根
絶
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
）

第
五
章

財
政
上
の
措
置
（
第
二
十
二
条
）

附
則

本
県
に
お
い
て
、
自
動
車
等
の
車
両
は
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
交
通
手
段

の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
多
く
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
交
通
事
故
は
尊
い
県
民
の
命
を
奪
い
、
残
さ
れ
た
人
々
に
大
き
な
悲
し
み
を

与
え
る
と
と
も
に
、
交
通
事
故
に
関
係
す
る
人
々
の
生
活
の
維
持
を
困
難
に
し
、
社
会
的
、
経
済
的
活
動

に
対
し
て
も
大
き
な
損
失
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

近
年
、
高
齢
者
に
よ
る
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
踏
み
間
違
い
等
の
運
転
操
作
の
誤
り
、
運
転
中
の
携

帯
電
話
の
操
作
、
あ
お
り
運
転
等
の
危
険
な
行
為
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
て
お
り
、
県
民
が
様
々
な

要
因
に
よ
る
交
通
事
故
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
ま
っ
て
い
る
。

痛
ま
し
い
交
通
事
故
を
な
く
し
、
真
に
安
全
で
安
心
な
徳
島
県
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
今
、
改
め
て

、
交
通
安
全
に
対
す
る
県
民
の
意
識
を
高
め
、
全
て
の
県
民
一
人
一
人
が
真
剣
に
交
通
安
全
と
向
き
合
い

、
交
通
事
故
を
起
こ
さ
せ
な
い
社
会
風
土
や
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

と
り
わ
け
運
転
者
は
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

肝
に
銘
じ
、
交
通
道
徳
に
対
す
る
意
識
を
高
く
持
っ
て
、
周
囲
に
配
慮
し
た
安
全
運
転
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
人
命
尊
重
の
理
念
に
基
づ
き
、
県
民
が
安
全
で
安
心
で
き
る
交
通
環
境
の
確
立
を
目
指
し
、

交
通
事
故
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
交
通
安
全
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
運
転
者
等
の
責
務
並
び
に
県

民
、
歩
行
者
及
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
交
通
安
全
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
安
全
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
交
通
安
全
意
識
の
高

揚
及
び
交
通
道
徳
の
向
上
を
期
し
、
も
っ
て
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で
安
心
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

交
通
安
全

道
路
交
通
の
安
全
を
い
う
。

二

車
両

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車

両
を
い
う
。

三

自
動
車
等

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
項
第
十
号
に
規
定

す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。



四

自
転
車

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
を
い
う
。

五

運
転
者

自
動
車
等
を
運
転
す
る
者
を
い
う
。

六

事
業
者

事
業
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。

七

関
係
団
体

交
通
安
全
に
関
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
団
体
を
い

う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

交
通
安
全
は
、
人
命
尊
重
の
理
念
に
基
づ
き
、
交
通
事
故
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と

に
よ
り
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

交
通
安
全
は
、
県
民
及
び
事
業
者
の
交
通
事
故
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た
自
主
的
な
取
組
が

促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

交
通
安
全
は
、
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
並
び
に
県
民
及
び
関
係
団
体
が
、
相
互
に
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
協
力
し
て
、
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
国
、
市

町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
と
の
相
互
の
連
携
及
び
協
力
の
下
、
交
通
安
全
に
関
す
る
総
合

的
な
施
策
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
が
実
施
す
る
交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す

る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
運
転
者
等
の
責
務
）

第
五
条

運
転
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
交
通
安
全
に
関
す
る
法
令
（
以
下
「
交
通
安
全
関
係
法

令
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
及
び
他
の
車
両
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
自
動
車
等
を
安
全
に
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
転
車
を
利
用
す
る
者
は
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
交
通
安
全
関
係
法

令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年

徳
島
県
条
例
第
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
六
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
交
通
安
全
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
交
通
安
全
関
係
法
令

を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
が
実
施
す
る
交
通
安
全
に
関
す
る
施

策
及
び
活
動
に
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
歩
行
者
の
役
割
）

第
七
条

歩
行
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
道
路
を
通
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
安
全
関
係
法

令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
歩
き
ス
マ
ホ
（
指
で
画
面
上
を
な
ぞ
る
こ
と
等
に
よ
り
携
帯
電
話
又
は
こ

れ
に
類
す
る
機
器
を
操
作
し
な
が
ら
歩
行
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
車
両
へ
の
注
意
力
が
散
漫

と
な
る
行
為
を
慎
む
な
ど
、
道
路
交
通
に
危
険
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
八
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
車
両
の
安
全
な
運
行
を
確
保

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

交
通
安
全
県
民
運
動
の
推
進

（
県
民
運
動
の
推
進
に
向
け
た
環
境
づ
く
り
）



第
九
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
が
県
民
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
、
国
、
市
町
村
及
び

関
係
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
そ
の
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
県
民
の
自
主
的
な
活
動
の
促
進
）

第
十
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
地
域
住
民
、
事
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
が
、
各
地
で
活
発

に
展
開
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
等
へ
の
支
援
）

第
十
一
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
市
町
村
の
施
策
及
び
関
係
団
体
の
取
組
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
啓
発
）

第
十
二
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
県
民
の
関
心
及
び
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
な
行
動

が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
交
通
安
全
推
進
期
間
）

第
十
三
条

県
は
、
交
通
安
全
に
つ
い
て
県
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
交
通
安
全
を
推
進
す
る

た
め
の
取
組
を
集
中
的
に
実
施
す
る
期
間
を
設
け
、
交
通
安
全
に
関
す
る
啓
発
及
び
広
報
並
び
に
県
民

運
動
の
推
進
に
向
け
た
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章

交
通
安
全
の
確
保

（
高
齢
者
等
の
交
通
安
全
の
確
保
）

第
十
四
条

県
は
、
交
通
安
全
の
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
等
の
交

通
安
全
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

運
転
者
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
等
の
交
通
安
全
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
の
交
通
環
境
の
整
備
）

第
十
五
条

県
は
、
道
路
の
交
通
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
交
通
安
全
施
設
の
整
備
、
交
通
管
制
の
合

理
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
等
の
安
全
の
確
保

が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
国
、
市
町
村
及
び
道
路
の
交
通
環
境
の
整
備
を
行
う
機
関
と
連
携
し
て
、
交
通
事
故
が
多
発

す
る
箇
所
に
お
い
て
現
地
の
状
況
を
確
認
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
各
道
路
の
管
理

者
等
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
共
交
通
の
利
用
促
進
）

第
十
六
条

県
は
、
交
通
事
故
の
抑
制
と
県
民
の
移
動
手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
、
市
町
村
及
び
事
業
者

と
連
携
し
て
、
県
民
の
公
共
交
通
の
利
用
促
進
に
向
け
た
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
交
通
安
全
教
育
の
推
進
）

第
十
七
条

県
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
及
び
外
国
人
を
は
じ
め
、
全
て
の
県
民
の
交
通
安
全
に
関
す
る

知
識
の
普
及
及
び
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら
交

通
安
全
教
育
の
推
進
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四

条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
、
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
同
法
第
四
十
一
条
に

規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に



関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
長
は
、
そ
の
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
に
対
し
、
交
通
安
全
教
育
を
実
施
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
同
居
者
等
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
交
通
安
全
の
確
保
に
必
要
な
助

言
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
交
通
安
全
教
育
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
）

第
十
八
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
必
要
な
調
査
研
究
を
推
進
す
る
も
の

と
す
る
。

第
四
章

危
険
な
運
転
行
為
の
根
絶
等

（
危
険
な
運
転
行
為
等
の
防
止
）

第
十
九
条

運
転
者
は
、
交
通
安
全
関
係
法
令
を
遵
守
し
、
常
に
安
全
運
転
の
徹
底
を
心
掛
け
、
無
免
許

運
転
、
酒
気
帯
び
運
転
、
速
度
違
反
、
携
帯
電
話
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
器
を
操
作
し
な
が
ら
行
う
運

転
、
あ
お
り
運
転
（
幅
寄
せ
、
進
路
妨
害
等
重
大
な
交
通
事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
悪
質
か
つ

危
険
な
運
転
行
為
を
い
う
。
）
等
の
危
険
な
運
転
行
為
が
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
こ
と

を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
及
び
他
の
車
両
の
安
全
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
は
、
危
険
な
運
転
行
為
の
防
止
に
関
す
る
広
報
、
啓
発
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

３

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
飲
酒
、
過
労
、
病
気
等
の
理
由
に
よ
り
正
常
に
運
転
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
を
確
認
す
る
等
危
険
な
運
転
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
運
転
者
の
適
切
な
対
応
）

第
二
十
条

運
転
者
は
、
自
ら
の
身
体
の
機
能
の
状
態
、
健
康
の
状
況
等
を
自
覚
し
、
自
ら
の
体
調
、
運

転
操
作
等
に
不
安
を
覚
え
る
と
き
は
、
運
転
を
自
粛
す
る
な
ど
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
通
事
故
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
）

第
二
十
一
条

県
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、

相
談
窓
口
及
び
救
済
制
度
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

財
政
上
の
措
置

第
二
十
二
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

交
通
安
全
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
運
転
者
等
の
責
務
並
び
に
県
民
、
歩
行
者
及
び
事
業

者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
交
通
安
全
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
交

通
安
全
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
及
び
交
通
道
徳
の
向
上
を

期
し
、
も
っ
て
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で
安
心
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。





議
第
二
号

徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
徳
島
県
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
。

令
和
二
年
三
月
九
日

提

出

者

寺

井

正

邇

黒

﨑

章

岡

佑

樹

須

見

一

仁

中

山

俊

雄

岡

本

富

治

嘉

見

博

之

岩

丸

正

史

杉

本

直

樹

重

清

佳

之

西

沢

貴

朗

臼

木

春

夫

徳
島
県
議
会
議
長

喜

多

宏

思

殿



徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
県
民
環
境
部
」
を
「
未
来
創
生
文
化
部
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
危
機
管
理

部
」
を
「
危
機
管
理
環
境
部
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
総
務
委
員
会
及
び
県
土
整
備
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
改
正
後
の
徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
総
務
委
員

会
及
び
県
土
整
備
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
に
規
定
す
る
常
任
委
員
会
に
付
議
さ
れ
て
い
る
請
願
そ
の
他
の

事
件
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
件
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
常
任
委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

提
案
理
由

徳
島
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
常
任
委
員
会
の
所
管
に
つ
い
て
所
要
の

改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



議第３号

所得税法第５６条の見直しを求める意見書

上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第１４条第２項の規定により提

出する。

令和２年３月９日

提 出 者 総務委員長 岡 田 理 絵

徳島県議会議長 喜 多 宏 思 殿



所得税法第５６条の見直しを求める意見書

中小事業者は、地域経済の担い手として、我が国経済の発展に貢献してきたと

ころであるが、景気は回復しているというものの、資金繰りや深刻な後継者難、

人材不足など様々な面で弱い立場に置かれている。

とりわけ、個人事業主においては、所得税法第５６条の規定により、生計を一

にする家族従業員に支払った給与は、必要経費として算入しないこととされてい

ることから、事業主の所得から控除される働き分は、配偶者が８６万円、子ども

などの家族が５０万円とされ、このわずかな控除が所得とみなされるため、社会

的にも経済的にも自立できない状況にあり、この税制度が、後継者不足にも拍車

をかけている。

ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では、「家族従業者の働き分を

必要経費」としている中、我が国においても税制度の見直しを求める声が出てい

る。

平成２７年末に閣議決定された、第４次男女共同参画基本計画では、「商工業

等の自営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従業者として果たし

ている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種制度の在り方を検討する」と

明記されている。

また、これまでに１０県議会を含め、多数の自治体の議会が「所得税法第５６

条の見直し・廃止」の決議・意見書を国に提出している。

地域経済の活性化には、中小事業者の発展が不可欠である。

よって、国におかれては、税の公平性を考慮し、所得税法第５６条を見直すよ

う強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和 年 月 日

議 長 名

提 出 先

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

内 閣 官 房 長 官

協力要望先

県選出国会議員



議第４号

女性差別撤廃条約選択議定書の批准にむけてのすみやかな検討を求める意見

書

上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第１４条第２項の規定により提

出する。

令和２年３月９日

提 出 者 総務委員長 岡 田 理 絵

徳島県議会議長 喜 多 宏 思 殿



女性差別撤廃条約選択議定書の批准にむけての

すみやかな検討を求める意見書

女性差別撤廃条約の実効性を高めるため、条約締約国の個人または集団による

女性差別撤廃委員会への通報制度等を定めた「女性差別撤廃条約選択議定書」は、

１９９９年の国連総会で採択され、２０２０年１月現在、締約国１８９カ国中、

１１３カ国が批准しているが、日本はまだ批准していない。

女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての

適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」しており、国連が定め

た国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが、締約国である日本政府の

役割であることは明らかである。２０１６年に日本の条約実施状況を審議した女

性差別撤廃委員会をはじめ、２０１７年に日本の人権状況の普遍的定期審査を行

った国連人権理事会も、同条約選択議定書の批准を再度日本政府に勧告している。

また、政府は、第４次男女共同参画基本計画において、女性差別撤廃条約の積

極的遵守等に努めるとし、女性差別撤廃条約の選択議定書については、早期締結

について真剣に検討を進めるとしている。

わが国における司法制度、立法制度の関係等において議論があるということは

承知しているが、それらの課題を丁寧に議論し、わが国の体制をしっかりと作り

上げていくことが重要であり、真の女性差別撤廃を実現するために必要であると

考える。

よって、国におかれては、女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向けて、すみ

やかな検討を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和 年 月 日

議 長 名

提 出 先

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

内 閣 官 房 長 官

協力要望先

県選出国会議員


